
　障害者就労施設では、稲作や野菜、果樹、花き、畜産、農産加工や販売等、幅広い分野で農業活
動等に取り組んでおり、その中には、農業を通じて高い賃金・工賃を実現している事業所もある。
こうした取組は、障害のある人の就労機会の確保や賃金・工賃の向上といった面のみならず、労働
力不足や過疎化といった問題を抱える農業・農村にとっても、働き手の確保や地域農業の維持、さ
らには地域活性化にもつながることから、農業と福祉の連携の一層の推進が求められている。
　厚生労働省では、農福連携による障害のある人の就労支援を推進する取組として、農業分野に取
り組もうとする就労継続支援事業所に対して、農業分野の専門家を派遣し、農業に関する知識・技
術の習得や６次産業化の推進に向けた助言・指導を行うとともに、都道府県において農業に取り組
む就労継続支援事業所が参加する農福連携マルシェ（市場）の開催等を支援している。

　実際に、付加価値の高い農作物を生産し、加工・販売まで手がけること（６次産業化）によって
高い工賃を実現している事業所や、障害者の特性に応じた仕事を開発することで、より多くの障害
者の雇用や福祉的就労につなげ、地域の農家とつながることにより地域活性化や地方創生にも資す
る事例もある。
　厚生労働省では、農林水産省と連携し、これらの優良事例や支援策の周知を含め積極的に情報発
信を行い、農業と福祉の連携や、それを通じた障害のある人の賃金・工賃の向上の推進に取り組む
こととしている。

障害者の就労支援における農福連携
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（７）職場での適応訓練
ア　職場適応訓練
　障害のある人に対し、作業環境への適応を容易にし、訓練修了後も引き続き雇用されること
を期待して、都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事業主等に委託して実施する訓練で、
訓練生には訓練手当が、事業主には職場適応訓練費（２万４千円/月）が支給される（訓練期
間６か月以内）。また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし（１年以内）、職場
適応訓練費も増額（２万５千円/月）している。

イ　職場適応訓練（短期）
　障害のある人に対し、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、就業への自
信を持たせ、事業主に対しては対象者の技能程度、適応性の有無等を把握させるため、都道府
県知事又は都道府県労働局長が民間事業主等に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当
が、事業主には、職場適応訓練費（960円/日）が支給される（訓練期間２週間以内（原則））。
また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし（４週間以内（原則））、職場適応訓
練費も増額（1,000円/日）している。

（８）資格取得試験等（法務関係）における配慮
　司法試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その
障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、
そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に
対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパ
ソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措
置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の
延長等を認めるなどの措置を講じている。
　司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡裁訴訟代理等能力認定考査においては、その有する
知識及び能力を答案等に表すことについて障害のない人と比較してハンディキャップを補うため
に必要な範囲で措置を講じている。具体的には、弱視者に対する拡大鏡の使用や記述式試験の解
答を作成するに当たってのパソコンの使用を、また、試験時間の延長を認める等の措置を講じて
いる。

（９）福祉施設等における仕事の確保に向けた取組
ア　これまでの取組
　「重点施策実施５か年計画」（2008年度～2012年度）において、国は公共調達における競争性
及び公正性の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注機会の増大に努めるとともに、地方公共団
体等に対し、国の取組を踏まえた福祉施設等の受注機会の増大の推進を要請することとされて
いた。これを踏まえ、官公需（官公庁の契約）を積極的に進めるため、各府省の「福祉施設受
注促進担当者会議」を開催し、更なる官公需の促進を依頼するなどの取組を行うとともに、
2008年に「地方自治法施行令」（昭和22年政令第16号）を改正し、地方公共団体の契約につい
て随意契約によることができる場合として、地方公共団体が障害者支援施設等から、クリーニ
ングや発送作業などの役務の提供を受ける契約を追加する措置を講じた。
　また、「障害者優先調達推進法」の施行（2013年４月）にあわせて、「予算決算及び会計令」
（昭和22年勅令第165号）を改正し、随意契約によることができる場合として、「慈善のため設
立した救済施設から役務の提供を受けるとき」を追加する措置を講じた。
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イ　障害者優先調達推進法について
　障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが
重要である。そのためには、障害者雇用を支援するための積極的な対策を図っていくことも重
要であるが、加えて、障害のある人が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化す
る取組が求められている。
　このような観点から、障害者就労施設等への仕事の発注に関し、民間企業を始め国や地方公
共団体等において様々な配慮が行われてきた。
　2013年４月からは、「障害者優先調達推進法」が施行され、障害者就労施設等で就労する障
害のある人や在宅で就業する障害のある人の自立の促進に資するため、国や地方公共団体など
の公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを進
めるために、必要な措置を講じることとなった。当該法律に基づき、全ての省庁等で調達方針
を策定し、障害者就労施設等が供給する物品等の調達に取り組んでいる。
　また、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」（2018年10月23日公務部門における
障害者雇用に関する関係閣僚会議決定）において、障害者雇用と併せ、「障害者優先調達推進法」
に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達を確実に推進するため、対象となる障害者就労
施設等に関する詳細な情報や創意・工夫等している取組事例を提供するとともに、地方公共団
体に対しても本基本方針を参考にしながら引き続き「障害者優先調達推進法」に基づく取組を
推進するよう要請した。

■図表４-16
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　障害のある人がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、多様な就
業の機会を確保することが必要であることに鑑み、「障害者優先調達推進法」において、国、独立
行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人から受注の機会を確保するために必要な事項を定
めることとしており、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型等の障害福祉サービ
ス事業を行う施設、在宅就業者や在宅就業支援団体等が供給する物品及び役務に対する需要の増進
を図っている。
　この法律において、国等は毎年調達方針を作成し公表しなければならず、その後調達方針に基づ
く調達を実施し、調達実績を公表することとなっており、2013年度に123億円であった国等におけ
る調達実績額が、2019年度には193億円まで増加している。
　さらに、2018年度には、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」（2018年10月23日公務
部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定）において、障害者雇用と併せ、「障害者優先
調達推進法」に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達を確実に推進するため、対象となる障
害者就労施設等に関する詳細な情報や創意・工夫等している取組事例を提供するとともに、地方公
共団体に対しても本指針を参考にしながら引き続き「障害者優先調達推進法」に基づく取組を推進
するように要請した。また、2019年度には、各府省庁と障害者就労施設等の「橋渡し」のため、各
府省庁の調達担当者と障害者就労施設等の担当者を集めた障害者優先調達情報交換会（2019年10月
28日）を開催した。
　今後も、引き続き好事例集の提供等の取組を実施し、障害者就労施設等からの物品等の調達を更
に推進していく。

障害者優先調達推進法に基づく国等の取組について
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